
 

令和６年度電気工事業立入検査結果について 

 

関東東北産業保安監督部   

電  力  安  全  課  

  

電気工事業の業務の適正化に関する法律（以下、「電気工事業法」という。）第

２９条第１項の規定に基づく電気工事業者に対する立入検査の結果（令和６年度実

施分）についてお知らせします。 

 

１．立入検査の目的 

電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録等とその業務の規制を行うことによ

って、需要家の設置する当該電気工作物による感電、電気火災等の危険及び障害の

発生を防止し、もって保安の確保に資することを目的としています。 

立入検査においては、その法令が遵守されていることを確認するため、電気工事

業者の業務に関係する帳簿・書類等を検査しています。 

 

２．検査対象 

当監督部が所管する区域内の電気工事業者の営業所について、電気工事業法に基

づく登録・届出後に、立入検査を実施していない営業所を主とし、令和６年度にお

いては１５営業所に対して実施しました。 

当監督部が所管する区域内の電気工事業者とは、東北地方及び関東地方において

２ヶ所以上の都県に複数の営業所がある電気工事業者です。本社が東北地方の電気

工事業者については、関東地方にも営業所がある場合は当監督部が所管となり、東

北地方のみの場合は東北支部が所管となります。 

 

３．検査実施期間 

令和６年４月から令和７年３月 

 

４．検査事項 

（１）届出等の手続き関係（法第４条、第１０条、第１７条の２、第３４条） 

登録、通知又は届出（以下、「届出等」という。）が行われている内容（営業

所の名称及び所在地、主任電気工事士の氏名等）が一致しているか。 

 

（２）主任電気工事士関係（法第２０条） 

主任電気工事士が行う一般用電気工事に係る作業管理（配線図の作成及び変更

の確認、検査結果の確認等）が十分であるか。 

 

（３）作業従事者関係（法第２１条） 



電気工事士等（有資格者）でない者を電気工事の作業に従事させていないか。 

 

（４）工事外注関係（法第２２条） 

請け負った電気工事について、当該電気工事業を営む電気工事業者でない者

（電気工事業の届出等を行っていない者）に請け負わせていないか。 

 

（５）電気用品関係（法第２３条） 

電気用品安全法による表示（ＰＳＥマーク）が付されていない電気用品を電気

工事に使用していないか。 

 

（６）備付器具関係（法第２４条） 

絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定められた器具（接地抵抗計、抵抗及び交

流電圧を測定することができる回路計等）を備えているか。 

 

（７）標識関係（法第２５条） 

営業所及び施工場所に標識が掲示されているか。また、当該標識の記載事項に

誤りはないか。 

 

（８）帳簿関係（法第２６条） 

帳簿の有無又は記載事項に不足はないか。また、保存期間が守られているか。 

 

５．立入検査結果について 

立入検査の結果、一部の営業所において、電気工事業法が遵守されていない事例

が合計３６件ありました。電気工事事業者に対して指摘をした事項を下表に示し、

内容について解説します。 

 

表 令和６年度電気工事業立入検査結果 

（関東東北産業保安監督部管内（東北支部実施分を除く）） 

指摘事項 内容 件数 

届出等の手続き関係① 主任電気工事士の変更が未届 ２ 

代表者の氏名の変更が未届 ２ 

建設業許可の更新が未届 ３ 

営業所の業務に係る電気工事の種類の変更が未届 １ 

主任電気工事士関係② 一般用電気工事に係る管理が不十分 ３ 

工事外注関係③ 外注先の電気工事業登録・届出状況が未確認 ６ 

標識関係④ 記載内容の誤り（営業所名が誤り） ５ 

営業所・工事施工場所に掲示する標識なし ５ 

帳簿関係⑤ 電気工事の種類が未記載 ３ 



配線図が未記載 ２ 

検査結果が未記載 ４ 

（解説） 

【届出等の手続き関係 表の①】 

 電気工事業者は、届出等の事項に変更があった場合、変更の届出等の手続きを行

うことと規定されておりますが、主任電気工事士の変更に関する届出がなされてい

なかった事例が２件、代表者の氏名の変更に関する届出がなされていなかった事例

が２件、建設業許可の更新に関する届出がなされていなかった事例が３件、営業所

の業務に係る電気工事の種類の変更に関する届出がなされていなかった事例が１件

ありました。 

 

【主任電気工事士関係 表の②】 

 主任電気工事士の職務は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないよう

一般用電気工事の作業の管理をすることと規定されておりますが、配線図の確認、

電気関係法規への適合性の確認及び帳簿記載上の確認等の主任電気工事士が行うべ

き業務を怠っていた事例が３件ありました。 

 

【工事外注関係 表の③】 

 電気工事者は、請け負った工事を外注する場合には、その外注先が電気工事業者

であることを定めていますが、外注時にその確認が漏れていた事例が６件ありまし

た。 

 

【標識関係 表の④】 

 電気工事業者は、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、氏名又は名称等、

経済産業省令（施行規則第１２条）に定められた事項を記載した標識を掲示するこ

とと規定されておりますが、その記載事項が誤っている事例が５件、営業所・工事

施工場所に掲示する標識がなかった事例が５件ありました。 

（施行規則第１２条に規定する事項） 

１）氏名又は名称 

２）代表者の氏名（法人のみ） 

３）届出等の年月日 

４）営業所の名称 

５）当該営業所の業務に係る電気工事の種類（登録及びみなし登録電気工事業者の

み） 

６）登録番号（登録電気工事業者のみ） 

７）主任電気工事士等の氏名（登録及びみなし登録電気工事業者のみ） 

８）通知先（通知及びみなし通知電気工事業者のみ） 

 



【帳簿関係 表の⑤】 

電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿（５年保存）を備え、その業務に関し経

済産業省令（施行規則第１３条）に定められた事項を記載することと定められてお

りますが、帳簿の記載内容に不足がある事例が９件ありました。 

（施行規則第１３条に規定する事項） 

１）注文者の氏名又は名称及び住所 

２）電気工事の種類及び施工場所 

３）施工年月日 

４）主任電気工事士等及び作業者の氏名 

５）配線図 

６）検査結果 

 

６．まとめ 

指摘事項のあった電気工事業者に対しては、改善報告を求めるとともに、今後は

電気工事業者として電気工事業法の遵守を確実に行うように指導しました。 

電気工事業者の皆様におかれましては、今回の立入検査結果を参考に、引き続き

電気工事業法で求める電気工作物の保安の確保に資することにご尽力をいただきま

すようお願いいたします。 

 

 

 

（上記内容に関するお問い合わせ先） 

経済産業省 関東東北産業保安監督部 電力安全課 技術係 

所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ さいたま新都心合同庁舎１号館 

電 話：０４８－６００－０３８７ 


